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石川県立看護大学附属図書館規程 

平成２３年４月１日 

石川県公立大学法人規程看第１４号 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、石川県立看護大学学則（以下「学則」という。）第３６条第３項

の規定に基づき、附属図書館（以下「図書館」という。）の管理運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 図書館は、図書、学術雑誌その他教育研究に必要な資料（以下「図書館資料」

という。）を、本学の教職員、学生等の利用に供し、もって、その教育研究の発展に

資するとともに、生涯学習の振興及び地域の文化の向上に貢献することを目的とする。 

 

（附属図書館長） 

第３条 学則第３６条第２項に定める附属図書館長（以下「館長」という。）は、図書

館に関する業務を統括する。 

２ 館長の選考については、別に定める。 

 

（図書館運営委員会） 

第４条 図書館に関する重要事項を審議するため、図書館運営委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 

 

（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、長期休業中

は午前９時から午後５時までとする。なお、土曜日は、午前１０時から午後６時まで

とする。 

２ 館長は、図書館の管理運営上特に必要があると認める場合は、前項の開館時間を臨

時に変更することができる。 

 

（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

一 日曜日 

ニ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

三 石川県立看護大学（以下「本学」という。）の開学記念日 

四 １２月２８日から翌年１月４日まで 

五 特別整理期間 

２ 館長は、図書館の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の休館日を臨時

に変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。 
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第２章 館内利用 

（利用者の範囲） 

第７条 図書館を利用することができる者（以下「館内利用者」という。）は、次に掲

げる者とする。 

一 本学の教職員（非常勤の者を含む。以下同じ。） 

二 本学の大学院生 

三 本学の学生（科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び外国人留学生等を含む。

以下同じ。） 

四 本学の卒業生（修了生を含む。以下同じ。） 

五 石川県内に居住する満１８歳以上の者 

六 石川県内に所在する事業所に勤務する者 

七 その他館長が許可した者 

２ 前項第４号から第７号に掲げる者が図書館に入館しようとするときは、係員に身分

証明書等を提示し、図書館利用申込書（様式第１号）を提出しなければならない。 

 

（閲覧） 

第８条 図書館資料は、図書館内の所定の場所において閲覧することができる。  

２ 前項の場所は、本学の学生を除き、閲覧以外の目的で利用することができない。 

 

（視聴覚資料） 

第９条 第７条第１項第４号から第７号に掲げる者が、視聴覚資料を利用しようとする

ときは、第１４条第３項に定める特別利用証を係員に提示しなければならない。 

２ 視聴覚資料の利用手続等については、別に定める。 

 

（複写） 

第１０条 図書館資料を複写しようとする館内利用者は、図書館資料複写申込書（様式

第2号）を館長へ提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 館長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、前項の許可をすることができ

る。 

一 教育研究を目的とする場合 

二 著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定に反しない場合 

３ 図書館資料の複写については、図書館内の複写機を利用することができる。ただし、

複写に要する費用は、複写機を利用する者の負担とする。 

 

（他館への文献複写依頼） 

第１１条 本学の教職員、大学院生、学生は、他館への文献複写依頼を行うことができ

る。 

２ 前項の手続きに関する経費は、依頼者の負担とする。 

 

（複写物の利用上の責任） 
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第１２条 複写物の利用による著作権法上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負

うものとする。 

 

第３章 館外利用 

（利用者の範囲） 

第１３条 図書館資料の図書館外での貸出（以下「貸出」という。）を受けることがで

きる者（以下「貸出利用者」という。）は、次に掲げる者とする。 

一 本学の教職員 

二 本学の大学院生 

三 本学の学生（本学の科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び外国人留学生等を

含む。） 

四 本学の卒業生（石川県外に在住する者も含む。） 

五 石川県内に居住する満１８歳以上の者 

六 石川県内に所在する事業所に勤務する者 

七 その他館長が許可した者 

２ 前項第４号から第７号に掲げる者が図書館資料の貸出を受けようとするときは、特

別利用証交付申込書（様式第３号）を館長へ提出し、特別利用証の交付を受けなけれ

ばならない。 

 

（貸出手続） 

第１４条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、次に掲げる身分証明書等を係員に

提示しなければならない。 

一 前条第１項第１号に掲げる者利用証 

二 前条第１項第２号及び第３号に掲げる者学生証 

三 前条第１項第４号から第７号に掲げる者特別利用証 

２ 特別利用証の有効期間は、１年とする。 

 

（貸出の数及び期間） 

第１５条 貸出を受けることができる図書館資料の数（未返却図書館資料の数を含む。）

及びその貸出期間は、次のとおりとする。 

一 第１３条第１項第１号及び第２号に掲げる者 ２０冊以内１月以内 

二 第１３条第１項第３号に掲げる者 １０冊以内２週間以内 

三 第１３条第１項第４号に掲げる者 館長が定めるものとする 

四 第１３条第１項第５号に掲げる者 ３冊以内２週間以内 

五 第１３条第１項第６号から第７号に掲げる者 ５冊以内２週間以内  

２ 館長は、図書館の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項に定める数又は

期間中であっても、貸出利用者に対し返却を命ずることができる。 

 

（特別貸出） 

第１６条 館長は、本学の教員に限り、教育研究の目的で特に必要があると認めるとき

は、前条の数及び期間を変更して貸出をすることができる。 
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２ 前条第２項の規定は、前項の貸出をする場合について準用する。 

（長期特別貸出） 

 

第１７条 本学の教員が教員研究室等において、次の各号に掲げる図書館資料を利用す

るときは、第１５条第１項に定める貸出数及び貸出期間を変更して貸出をすることが

できる。 

一 本学の教員研究費により購入した図書館資料 

二 教員研究室等に備え付けることを指定されて寄贈又は寄託された図書館資料  

２ 前項の図書館資料は、他に利用を希望する利用者があるときは、貸出を受けている

者の教育研究に支障がない限り、当該希望者に利用させなければならない。 

３ 第１項の図書館資料の貸出期間は、１年以内とする。ただし、貸出期間の延長を希

望する場合は、所定の手続を行わなければならない。 

 

（貸出の予約） 

第１８条 貸出利用者は、貸出を希望する図書館資料が貸出中であるときは、貸出の予

約をすることができる。 

２ 前項の予約を行った貸出利用者に対しては、優先して貸出を行うものとする。 

 

（貸出期間の更新） 

第１９条 貸出利用者は、貸出期間後も引き続き貸出しを希望する場合は、当該図書館

資料を提示し、所定の手続を行うことにより、第１５条に定める貸出期間内において

１回に限り貸出を更新することができる。 

２ 前項の更新は、当該図書館資料について前条の予約がされている場合は、行うこと

ができない。 

 

（貸出の制限） 

第２０条 次の各号に掲げる図書館資料は、貸出をすることができない。 

一 禁帯出の表示がされている図書 

二 その他館長が貸出を不適当と認めたもの 

 

（貸出の停止） 

第２１条 館長は、貸出利用者が、次の各号のーに該当するときは、貸出を一定期間停

止することができる。 

一 図書館資料を期限内に返却しないとき 

二 図書館資料を他人に転貸したとき 

三 第１４条第３項に定める特別利用証を他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用し

たとき 

四 偽りその他の不正の手段により特別利用証の交付を受けたとき 

五 その他館長が必要であると認めたとき 

 

（検索等） 
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第２２条 図書館を利用する者は、学術に関する調査研究のため、図書館に設置された

端末機を利用して情報を検索することができる。 

２ 図書館の閉架書庫に入室し、図書を検索することができる者は、本学の教職員及び

大学院生その他館長が許可した者とする。 

 

第４章 相互協カ等 

（相互協カ） 

第２３条 館長は、第2条に規定する目的のために必要があると認める場合は、他の大学

図書館等と相互に協カすることができる。 

 

（相互利用） 

第２４条 貸出利用者は、他の大学図書館等の利用について斡旋を依頼することができ 

る。 

２ 他の大学図書館等から本学の図書館資料について利用の依頼があった場合は、本学

の教育研究に支障のない範囲内において応ずることができる。 

３ 前２項の利用を行うために要する経費は、当該利用者又は依頼者の負担とする。 

 

第５章 寄贈及び寄託 

（寄贈及び寄託） 

第２５条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。  

２ 寄託を受けた図書館資料の管理は、特に寄託者から指定があった場合を除き、図書

館の所有する図書館資料に準じて行うものとする。 

 

第６章 蔵書点検及び図書の廃棄 

（蔵書点検及び図書の廃棄） 

第２６条 図書館は、毎年１回蔵書の点検を行うものとする。 

２ 利用に耐えないと認められる図書館資料は、所定の手続を経て廃棄することができ 

る。 

３ 廃棄基準については、別に定める。 

 

第７章 雑則 

（がんばROOMの利用） 

第２７条 がんばROOMは、原則として本学の教職員、大学院生、学生のグループで利用

することができる。 

２ 前項の利用者は、がんばROOM利用申込書（様式第４号）を館長へ提出しなければな

らない。 

 

（委任） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定

めるものとする。 
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（遵守事項） 

第２９条 利用者は、図書館内においては、係員の指示に従うとともに、次の事項を守

らなければならない。 

 一機器又は施設を汚損、き損しないこと 

 二施設の利用にあたり、許可された目的以外の用途に使用しないこと 

 三掲示又は張り紙をしないこと 

 四館内で飲食、喫煙をしないこと 

 五その他、他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと 

２ 利用者は、図書館に関する規定、著作権法及び不正アクセス行為の禁止等に関する

法律等を遵守しなければならない。 

 

（弁償責任） 

第３０条 利用者は、資料を紛失又はき損したとき、若しくは機器又は設備を汚損、き

損したときは、速やかに館長に届け出なければならない。 

２ 館長は、前項の者に対して弁償を求めることができるものとする。 

 

（罰則） 

第３１条 館長は、図書館に関する規定等又は係員の指示に従わない者に対し、図書館

の利用を停止し、又は禁止することができる。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

  


